
要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

22，800／月 22，920／月 24，000／月 24，690／月 25，200／月 25，740／月

※各種加算

死亡日以前３１日以上４５日以下

死亡日以前４日以上３０日以下

死亡日以前２日又は３日

死亡日

グループホームいろり　料金表

保険給付
（所定単位数）
（１割負担分）

要介護区分

介護サービス費
760円／日 764円／日 800円／日 823円／日 840円／日 858円／日

保険外給付

宿泊費(1日)
1,100円／日

（水道光熱費含む）

食　　費(1日) 〔朝食〕250円／食　　〔昼食〕400円／食　　〔夕食〕450円／食　　〔おやつ〕100円／日

宿泊費+食費　(30日) 69，000／月

名称 かかる費用 要件

身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の10％ ①身体拘束防止のための指針の整備　②定期的な研修の実施　③１回/3カ月の委員会の開催が取り組まれていない場合減産となります。

    サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22円／日
①介護福祉士70％以上　②介護職員のうち勤続10年以上の介護福祉士25％以上　③サービスの質の向上に資する取り組みを実施している場合に算定さ
れます。

初期加算  30円／日 ①利用登録日から３０日間加算されます。　②利用中入院期間が１か月以上経過し再利用となった場合に３０日間加算されます。

入院時費用 246円／日 病院又は診療所への入院を要した場合、6日間を限度として所定単位数に加えて算定されます。

看取り連携体制加算

72円／日

①医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した利用者　②多職種協働で作成した介護計画について説明を受け、同意をした上で介護を受
けている利用者に対し算定されます。

144円／日

680円／日

1280円／日

医療連携体制加算Ⅰ 39円／日 看護師１名配置又は医療機関等との連携により看護師１名確保・２４時間連絡体制の確保がある場合算定されます。

退居時相談援助加算 400円／日
退居時に利用者及び家族等に対して退居後の居宅サービス等について相談援助を行い、かつ退居日から２週間以内に、退居後の居住地を管轄する市町
村等に対して必要な情報提供をした場合に算定されます。

認知症加算専門ケアⅠ 3円／日
①認知症日常生活自立度Ⅲ以上が入居者の1/2以上　②認知症介護実践リーダー研修修了者をⅢ以上の利用者20人未満に1名配置している場合算定さ
れます。

認知症加算専門ケアⅡ 4円／日 認知症専門ケア加算Ⅰの要件を満たし指導者研修修了者1名を配置している場合に算定されます。

認知症行動・心理症状緊急対応加算
（短期利用）

 200円／日
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用居宅介護を利用することが適当であると判断した利用
者に対し、サービスを行った場合に算定されます。利用を開始した日から起算して７日間を限定として算定します。

若年性認知症利用者受入加算 120円／日 受け入れた若年性認知症の方に個別に担当者を定めている場合に算定されます。

栄養管理体制加算 30円／月 管理栄養士が日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行う場合に算定されます。

口腔衛生管理体制加算 30円／月
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合に算定されま
す。

口腔・栄養スクリーニング加算
20円／月

（6月に1回）
職員が利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態を確認し、当該情報を介護支援専門員に提供する場合に算定されます。

科学的介護推進体制加算 40円／月
①利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況等の基本情報を厚生労働省に提出　②必要に応じて計画を見直すな
ど、サービス提供に当たり①の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用した場合に算定されます。

介護職員等ベースアップ等支援加算 介護保険給付の合計額に1.6％を加算 この加算は、介護職員の給与の改善にあてられます。

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 介護保険給付の合計額に8.3％を加算 この加算は、介護職員の給与の改善にあてられます。

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 介護保険給付の合計額に2.7％を加算 この加算は、経験・技能を有する介護職員等の給与の改善にあてられます。


